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交
通
政
策
基
本
法
案
新
旧
対
照
条
文

○

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
三
条

社
会
資
本
整
備
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
三
条

社
会
資
本
整
備
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
不
動
産
業
、
宅
地
、
住
宅
、
建
築
、
建
築
士
及

一

国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
不
動
産
業
、
宅
地
、
住
宅
、
建
築
、
建
築
士
及

び
官
公
庁
施
設
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

び
官
公
庁
施
設
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
（
不
動
産
業
及
び
宅
地
に

二

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
（
不
動
産
業
及
び
宅
地
に

関
す
る
事
項
に
あ
っ
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
官
公
庁
施
設
に
関
す
る
事
項
に
あ
っ
て

関
す
る
事
項
に
あ
っ
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
官
公
庁
施
設
に
関
す
る
事
項
に
あ
っ
て

は
関
係
国
家
機
関
）
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

は
関
係
国
家
機
関
）
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

三

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

三

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

、
交
通
政
策
基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

号
）
、
土
地
収
用
法
（
昭
和

、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
、
公
共
用
地
の
取
得
に
関

二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
、
公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭

す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
号
）
、
建
設
業
法
、
都
市
計
画

和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
号
）
、
建
設
業
法
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
。
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平

律
第
百
号
。
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五

成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

十
五
号
）
第
四
十
二
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に

場
合
を
含
む
。
）
、
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
一
号
）
、
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史

昭
和
四
十
一
年
法
律
第
一
号
）
、
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生

的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
五
年

活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
、
河

法
律
第
六
十
号
）
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
、
土
砂
災
害

川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る

警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
、

法
律
第
五
十
七
号
）
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
住
生
活
基

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
住
生
活
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法

本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
、
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
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律
第
六
十
一
号
）
、
住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二

律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
営
住
宅
法
の
一
部

る
公
営
住
宅
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
規
定

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
営

に
よ
る
改
正
前
の
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
、
住
宅
の

住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に

品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
建
築

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ

年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す

ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
四
条

交
通
政
策
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
四
条

交
通
政
策
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
交
通
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す

一

国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
交
通
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

三

交
通
政
策
基
本
法
、
観
光
立
国
推
進
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）

三

観
光
立
国
推
進
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
、
全
国
新
幹
線
鉄
道

、
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
海
上
運
送
法

整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
、
本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般

律
第
百
八
十
七
号
）
、
本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業

旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
、
造
船
法
（
昭
和

）
、
造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
、
臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
（

二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
、
臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）

第
百
四
十
九
号
）
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
、
最
低
賃
金
法
（
昭

、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進

和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
船
員
災
害
防
止
活
動

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
、
勤
労
青
少
年
福
祉

律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
、
勤
労
青
少
年
福
祉
法
（
昭
和
四
十
五
年

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十

法
律
第
九
十
八
号
）
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二

六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇

号
）
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
、
育
児
休
業
、
介

法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は

護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
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法
律
第
七
十
六
号
）
、
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
、

、
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
、
船
舶
職
員
及
び
小
型

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
水

船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
水
先
法
（
昭
和
二
十
四

先
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
、
港

二
百
十
八
号
）
、
港
湾
整
備
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
七
十
号
）
、
広
域

湾
整
備
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
七
十
号
）
、
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン

臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
、
空
港
法
、
気

タ
ー
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
、
空
港
法
、
気
象
業
務
法
（
昭
和
二

象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
及
び
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和

十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
及
び
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百

四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を

十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

処
理
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）


